
大和市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和８年３月３０日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第２２号 

大和市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則（令和２年大和市規則第１２号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１号中「１，２９４」を「１，３７８」に改め、同表第２号中「１，４４０」を「１，５３４」

に改め、同表第７号中「１，２９４」を「１，３７８」に改め、同表第４４号中「２，８６９」を

「２，９５３」に改め、同表第４５号中「１，７５３」を「１，８３７」に改め、同表第４６号中

「１，５６９」を「１，６５３」に改め、同表第４７号中「１，３８６」を「１，４７０」に改め、

同表第６２号中「１，３２４」を「１，４０８」に改める。 

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 


